
ST基準改定（第1部、第2部）に
関する説明会

平成24年10月11, 12日

日本玩具協会
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序文
①第1部・第2部はISO8124を基礎とする。
② STマーク制度においては、子どもたちの健全な育成
の観点から、差別・虐め、卑猥、動物虐待、麻薬・
薬物使用、入墨、喫煙・飲酒誘因といった要素を
考慮。（制度要綱第3条を参照）

ST基準でカバーされ
ない潜在的危険

青少年の健全育成
の観点
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ST基準適合 STマーク

制度要綱第3条

（第1章 7P 
下から7行目）



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



ST2012の経過措置

１．実 施 日 ：改定基準は、平成25年1月1日から適用を開始する。
２．経過措置 ： (1)  平成26年3月末までは、旧基準でも申請を受け付ける。(ダブルトラック)

(2) 上記(1)にあって、「要求事項」と「表示」を、それぞれ新旧の組合せで申請を認める。
(なお、旧「要求事項」、新「表示」の組合せでの申請も可能だが、実際は下記(3)(全て新基準
での申請)で、新要求事項に不適合となったケースが多いと予想される。)

(3) 新基準で不適合となった場合、当該製品について（修正を加えず）、改めて旧基準にて申請
することが可能。なお、その際、「第3部の検査結果」の「転用」を認める。

(4)  (継続商品の)更新申請については、平成28年3月末まで旧基準での表示を認める。
(5) 平成28年4月1日からは、(経過措置完了により)全て新基準で対応。

要求事項の
経過措置

表示の
経過措置

平成26年 平成27年 平成28年

1/1 4/1

新基準の警告・注意表示の適用

平成25年 平成29年

ST2002(旧基準) 適用

ST2012(新基準) 適用

旧基準の表示の適用

4/1

新「表示」

新「要求事項」

旧基準の表示の適用 ( 更新申請のみ )
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